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保健管理センターからお伝えしたいこと 

・タバコの煙は大切な命を奪います。 

・‘安全でない’セックスは大切な命を奪います。 

・薬物（ドラッグ）の不正使用は犯罪です。 

・一気飲みはしない，させない。 

・‘いじり’も‘いじめ’も被害者にとっては同じです。 

・受けた人に被害感があれば，それはハラスメントです。 

・定期健康診断を受けましょう。 

6 tips for your good health 

 

1. Take it easy (Have a good time to switch off) 

2. Chat and laugh with your friends and/or teachers 

3. Sleep well 

4. Healthy eating and tea break 

5. Exercise 

6. No drug! No smoking! 

学内での啓発を継続すべき支援理念 

・治療ではなく支援が重要 

・支援は教育的であるべき 

・支援の実践者は，対象者の周囲の人々 

・専門家は主にコーディネーター的役割 

・多様性を特徴とする特性には卒業要件に含むべきでない

ものがある（社会性，コミュニケーション能力など） 

        （参照）保健管理センター危機管理メモ 

・定期健康診断を受けましょう。 
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は じ め に 
鹿児島大学保健管理センター 

                                所 長  伊地知 信二 

 私事ですが，令和 6 年 3 月末までで，退職となります。これまで，多くの方々にお世話になり，保健

管理センターの業務にご協力いただきました。本当にありがとうございました。今後は，再び臨床医と

して何か社会貢献できないかと，妄想を膨らませております。できるだけ，若い方々の足を引っ張らな

いように注意しながら，できることをコツコツ頑張っていこうと考えております。 

 

 多様性を理解し，多様性の存在を認めた上で，苦手な部分のスキルを少しでも伸ばせるように，お互

い尊重し合いながら助け合っていくことを教育的支援と呼んでいます。支援する側も，支援の過程でい

ろいろなことを学び成長していくので，支援される側も，その周りも，ありがたいことに変わっていく

わけです。こういった状況を‘共に生きる’と呼んでいます。こういった傾向は，社会を構成し，文明

を進化させるために複雑な多様性を獲得した人（ホモサピエンス）が生き残るための戦略の一つなので，

支援を受ける側からの支援に関する申し込みも通常は自然な形で（お互いに）存在するはずです。支援

をする側が‘良き助言者’になり，極端例が天才的才能を開花することで，人類は繁栄を享受できてい

ます。ところが，皆さんもご存知のように，複雑な社会の中で人は周りと孤立していないように見えて

も完全に孤立していたり，効率主義が生んだ分離教育の影響を受けて隔離されていたりします。「支援は

一部の専門家にまかせるべき」とか，「ある程度の社会的スキルがなければ社会生活は無理」などの考え

は，‘共に生きる’社会の実現を妨げてしまいます。分離環境や差別的視線の中では，あるいは周りが見

えなくなった時に，人は変わろうとするきっかけを失ってしまい，支援に関する適度な申し込みも望め

ません。周りがその人の孤立化に気づかなければ，その人の中で‘かんちがい’が増幅して，びっくり

するような事件が起こることさえあります。「自分が孤立していないか」，「周りの人の助言を無視してい

ないか」，「自分の優先順位は偏っていないか」，「自分の言動で傷ついている人がいないか」などの自己

チェックは，私自身を含む皆の努力目標です。 
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Ⅰ．本年度の動向と活動の特色 

 

概要： 

2023 年度（令和 5 年度）もハラスメント相談・支

援は多く，ハラスメント・ハラスメント（ハラハラ）

の件数が急増した。学生定期健康診断は，新入生の

胸部 X 線検査を 5 日間，Web 問診で対面診察が必要

と判断された学生の対面診察を 5 日間行った。男子

の胸部 X 線検査は学習交流プラザ前にて実施した。

別日の留学生健診（総計 52 名）は，4 月 25 日の午

前中に実施した。主な秋健診は，10 月 17 日に 21

名，18 日に 19 名，31 日に 11 名行った。COVID-19

は，2023 年 5 月 8 日に，5 類感染症となり，季節性

インフルエンザとほぼ同じ対応となった。2023 年秋

以降は，季節性インフルエンザ，アデノウイルス，

溶連菌感染症の流行が新型コロナウイルスの流行に

重なった。第 1 回企画室会議と第 1 回運営委員会は

2023 年 6～7 月に，第 2 回は 2024 年 3 月に行われ

た（メール会議）。 

 

（1）学生支援・職員支援 

本年度も，ハラスメント相談・支援は多く，ハラ

スメントの加害者として訴えられた人が，訴えられ

たことで被害感を感じる，‘ハラスメント・ハラスメ

ント（ハラハラ）’の件数が急増した。また，整理整

頓や片付けを手伝うつもりの善意の行動が，私物へ

のプライバシーの侵害と解釈される例も複数あり，

被害感の感受性が，さらに多様化・繊細化している

印象がある。 

（2）学生定期健康診断など 

2023 年度（令和 5 年度）の学生定期健康診断は，

新入生の胸部 X 線検査を 5 日間（4 月 10 日から 14

日），Web 問診で対面診察が必要と判断された学生の

対面診察を 5 日間（4 月 17 日から 21 日）行った。

新型コロナウイルス感染対策のため，前年度と同様，

男子の胸部 X 線検査は学習交流プラザ前にて実施し

た。胸部 X 線検査日程に合わせて，歯学部による歯

科検診も学習交流プラザにて行われた。別日の留学

生健診（総計 52 名）は，4 月 25 日の午前中に，結

核のスクリーニング採血（T-スポット）と胸部 X 線

検査を実施した。今年度の Web 問診には，新型コロ

ナウイルス感染症に関する質問を追加し，Web 問診

の受付を6月15日まで延長して回答者数を増やした。

リスク因子の検討は第 53 回九州地区大学保健管理

研究協議会（2023 年 7 月）で発表し，Advances in 

Infectious Deseases 誌で公表した（Open Access）。

秋健診は，10 月 17 日に 21 名，18 日に 19 名，31

日に 11 名行い。その後，12 月 6 日に 1 名，1 月 29

日に 3 名追加実施した（胸部 X 線検査）。 

 

 

図 1 迅速抗原検出キット（強陽性例） 

（R4 年 12 月から保健所が医療機関等に無料配布した検査キット） 

 

 

図 2 有症状者は土足のまま発熱外来へ 

 

（3）新型コロナウイルス感染症など 

 今年度は，職域接種は行われなかった。感染症法

の 2 類に分類されていた COVID-19 は，2023 年（令

和 5 年）5 月 8 日に，5 類感染症となり，季節性イン
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フルエンザとほぼ同じ対応となった。発症者および

濃厚接触者の感染症法上の行動制限は撤廃され，原

則的には全ての医療機関を受診可能となった。学校

保健安全法上は，インフルエンザと同じ 5 日間の出

校停止となり，病院や医療施設は感染防護対策を継

続している。保健管理センターも発熱外来を再開し

（図 1），発熱や風邪症状などがある患者と他の来所

者を分離して対応している（図 2）。鼻汁の抗原検査

の場合は，鼻汁の採取は患者自身が行い，スタッフ

との接触をできるだけ少なくしている（図 3）。診察

は，原則的にはビニールフィルム越しで（図 4），投

薬と説明をガラス窓越しに行い，専用の出口から退

出できるようルートを設定している。2023 年秋以降

は，季節性インフルエンザ，アデノウイルス，溶連

菌感染症の流行が新型コロナウイルスの流行に重な

った。アデノウイルスと溶連菌感染症は，小児で流

行して家族に伝播する形の成人例が増えた。 

 

 

図 3 鼻汁採取の場合は，患者自身で採取 

 

 

図 4 患者・医師間のビニールフィルム 

 

図 5 に，本年度の COVID-19 発症学生数を，また，

図 6 に季節性インフルエンザの発症学生数を示す

（／週）。本学での発症学生数は全例申請に相当する

ため，これまでの流行と比較可能であるが，休み期

間中は欠席の配慮を受ける必要がないため，申請数

が実際の発生数より少なくなると思われる。2023 年

4 月から増加した COVID-19 は，7 月にピークを示

し（第 9 波），その後も流行が続いている（図 5）。 

 

 

図 5 令和 5 年度（2023 年度）の COVID-19 発症学生申請数（発症日） 
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図 6 令和 5 年度（2023 年度）のインフルエンザ発症学生申請数（発症日） 

 

（4）保健管理センター企画室会議および保健管理セ

ンター運営委員会 

 第 1 回企画室会議（2023 年 6 月 28 日メール会議）

および第 1 回運営委員会（7 月 20 日メール会議）で，

令和 5 年度学生定期健康診断の内容について審議さ

れ了承された。また，令和 3 年度の学生保健管理に

関する自己点検・評価も協議事項であった。第 2 回

企画室会議（2024 年 3 月 13 日メール会議）および

その後の第 2 回運営委員会（メール会議）では次年

度の学校保健計画および学校安全計画が了承された。 
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Ⅱ．教育・調査・研究 

 

（１）講義・講演・学会・論文・地域貢献 

 

（講義） 

・ 川池陽一．「臨床精神医学特論」臨床心理学研究科（後期） 

 

（AED 講習会） 

・佐久間真友子．介護等体験事前指導 ※台風のためにオンデマンド対応（2023 年 8 月） 

・佐久間真友子，平片 舞，中村聡子．アメリカンフットボール部（2023 年 9 月 20 日）学生 38 名 

 

（講演・シンポジウムなど） 

・ 川池陽一．「大学生に多い睡眠リズムのトラブルと快適な睡眠のコツ」農学部・獣医学部ヘルスケア講演

会（2023 年 10 月 16 日） 

・ 川池陽一．「カウンセリングとストレスマネジメント」令和 5 年度鹿児島大学事務系・技術職員主任研修

会（2023 年 10 月 17 日） 

 

（学会） 

・ 佐久間真友子，中村聡子，山口由佳，平片 舞，蒲地亜紀代，川池陽一，伊地知信二．鹿児島大学におけ

る新型コロナウイルスオミクロン株流行期の発症学生の実際（第 53 回九州地区大学保健管理研究協議会

（2023 年 7 月，熊本大学，Web 開催） 

・ 中村聡子，瀬戸山久美，蒲地亜紀代，平片 舞，山口由佳，佐久間真友子，鮫島久美，川池陽一，伊地知

信二．鹿児島大学における COVID-19 複数回発症学生の検討．第 53 回九州地区大学保健管理研究協議会

（2023 年 7 月，熊本大学，Web 開催） 

・ 北原 舞，田沼利枝，中村聡子，山口由佳，蒲地亜紀代，瀬戸山久美，佐久間真友子，鮫島久美，川池陽

一，伊地知信二．オミクロン株流行期における症候性発症の関連因子～学生定期健康診断の Web 問診か

ら～．第 61 回全国大学保健管理研究集会（2023 年 10 月，金沢大学，石川県） 

 

（論文） 

・ Kitahara M, Sameshima H, Tanuma R, Setoyama K, Yamaguchi Y, Kamachi A, Nakamura S, Sakuma 

M, Kawaike Y, Furuya T, Ijichi S. Symptomatic COVID-19 in university students: a school-wide 

web-based questionnaire survey during the Omicron variant outbreak. Advances in Infectious 

Diseases 14:133-146, 2024（Open Access: https://www.scirp.org/pdf/aid_2024020116024020.pdf） 

 

（地域貢献） 

・ 川池陽一，鹿児島県精神科病院実地審査委員，医療観察法精神保健審判員，医療観察法病棟倫理委員会議

員，鹿児島県職員健康相談員 
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（２）調査報告① 2023 年度 学生結核スクリーニング採血検査について 

＜実施方法＞ 

・2023 年度学生定期健康診断（Web 問診）時と留学生健康診断（チェックリスト問診）時，受診者全員に対し

て以下のアンケートを実施 

Q1．最近 1年間で，結核の高蔓延地域にトータルで 1 ヵ月以上居住・滞在したことがありますか？ 

Q2．Yesの方は，採血検査を受けるべきですが，受けますか？ 

・Yes と回答した学生に対し結核スクリーニング採血（商品名 T-spot）を無料で実施 

 

＜結  果＞                  結核スクリーニング検査（T-spot） 

 

 

 

 

 

・陽性者２名については病院を紹介し，２名とも経過観察の返書あり 

・判定保留の 1名に対して，QFT（クォンティフェロン）検査を実施しQFT陽性。 病院を紹介し，経過観察の

返書あり 

 

2023年度 外国人留学生出身国（地域）別人数      ■結核高蔓延国等出身者 335名（91％） 

 

 

陽性 判定保留 陰性 合計(名) 

留学生 2 1 40 43 

留学生以外 0 0 1 1 

合計(名) 2 1 41 44 

アジア地域 

中国 159 

319 

アフリカ地域 

エジプト 1 

12 

韓国 52 エチオピア 1 

台湾 4 ウガンダ 1 

ベトナム 29 ケニア 1 

マレーシア 12 タンザニア 3 

ミャンマー 4 南スーダン 1 

フィリピン 6 ソマリア 1 

インドネシア 13 シエラレオネ 2 

タイ 5 ベナン 1 

カンボジア 4 北米地域 ｱﾒﾘｶ合衆国 2 2 

インド 1 

南米地域 

ブラジル 3 

6 ネパール 2 ペルー 2 

スリランカ 6 セントルシア 1 

パキスタン 3 

大洋州地域 

オーストラリア 3 

7 バングラデシュ 19 フィジー 2 

中近東地域 
イラン 1 

6 
ソロモン諸島 2 

トルコ 5 合計 368 

ヨーロッパ地域 

スペイン 1 

16 
ドイツ 5 

フランス 7 

ノルウェー 3 

参考資料：2023年度鹿児島大学概要より 
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調査報告② 2023 年度 化学薬品使用学生の採血結果について 

＜実施方法＞ 

・2023年度学生定期健康診断（Web問診）時に受診者全員（学部新入生は除く）に対し， 

以下アンケートを実施 

Q1．実習や実験で，有害な化学薬品を扱う予定がありますか？または扱っていますか？ 

Q2．Yesの方は，採血検査を受けるべきですが，受けますか？ 

・Yes と回答した学生に対し無料で実施 

（検査項目：肝機能検査，中性脂肪，ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ，尿素窒素，尿酸，末梢血） 

 

＜結  果＞ 

・採 血 者： 91名 （男性 53名，女性 38名） 

・要精密検査者：  3名 

 

＜事後措置＞ 

・化学薬品暴露における被害：0名 

・肝機能異常者 1名については外部医療機関紹介，2名（尿酸↑，中性脂肪↑）は医師による食事指導を実施 
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調査報告③ 喫煙率の変遷 

 

 

 

図 1 学生の喫煙率 

 

 

 

図 2 職員の喫煙率 
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（3）論文（Open Access） 
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Ⅲ．安全点検／産業保健活動 
学校保健安全法に基づく安全点検および労働安全衛生法に基づく臨時職場巡視の報告書 

（定期の職場巡視に関しては含まれない） 

点検日時 2023 年 2 月および 10 月 

点検者 産業医 

撮影場所 大学周辺のコンビニ 

指摘事項 本学は敷地内に加え，大学周辺の禁煙の他，休み時間を含む就業時間内および就学時間内

も禁煙であるが，規則違反は相変わらず続いていると思われる（図 1 および 2）。 

画像資料 

 

図 1 2023 年 2 月 Google ストリートビュー 

 

 

 

図 2 2023 年 10 月 Google ストリートビュー 
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Ⅳ．保健管理センターの利用状況 

 

１．利用状況（令和 4 年度までのまとめ：表１，２） 

近年の全国的な業務内容の変遷から，保健管理セ

ンターの業務は３つの柱に集約されつつある（図１）。

急速に増大しつつある需要の多くは，広義の

diversity management に含まれる多様性に対する

対応であり，学生支援・職員支援の中身が複雑化し，

年々その量も増えている。この１番目の柱には，学

習支援，受講支援，対人関係支援，ハラスメント事

例の当事者たちへの支援，などが含まれ支援需要の

かなりの部分は現時点でも潜在している。従来から，

保健管理センターの主要な業務のひとつであった学

生・職員のメンタルヘルスに関する対応も，重要な

のは治療や個人の排除ではなく，支援であるという

考え方からそのほとんどが diversity management

に含まれる。第２の柱には，①病気や怪我の治療を

目的とした総合診療，②特別健康診断や臨時健康診

断，③定期健康診断（定健）による要精密検査者の

精密検査（精検），④健康指導・健康相談，⑤就職・

進学等用の健康診断書発行，⑥救急薬品の貸出等，

⑦禁煙相談・卒煙支援などが含まれる。第３の柱は

産業医としての業務で，喫煙対策なども含む。利用

状況の集計は，以前より一部 ICD-10 による疾患分

類に従っており（表 1），支援件数は便宜的に精神障

害と心理相談に含まれている。2020 年度（令和 2

年度）から，COVID-19 関連業務が急増しており，

電話対応は「保健サービスの利用」としてカウント

している（流行時は来所者が激減）。 

２．2023 年度（令和 5 年度）の利用状況について 

 新型コロナウイルス感染症については，本年度の

動向と活動の特色にまとめた。

 

 

 

 

図１ 保健管理センターの業務
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表１a 保健管理センター利用状況（全学生） 

 

 

表１b 保健管理センター利用状況（職員） 
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表１c 2022 年度桜ヶ丘分室利用状況（学生） 

 

 

 

 

 

表１d 2022 年度桜ヶ丘分室利用状況（教職員） 

 

 

 

 

 

表２ 2022 年度 特別・一般および臨時健康診断等（学生） 
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Ⅴ．定期健康診断など 
 

はじめに 

 学校保健安全法施行規則は，大学における結核健

診の時期を第一学年としているため，定期健康診断

で実施する胸部 X 線撮影については，新入生以外は

法的な必須検査ではない。平成 26・27 年度は，実

習前検査として胸部X線検査が必要な学生を含め実

施したが，平成 28 年度からは新入生のみに実施し

ている。令和 2 年度（2020 年度）から，新型コロ

ナウイルスの流行をきっかけとして，web 問診が導

入された。胸部 X 線検査結果の読影については，平

成 28 年度より外部委託のみとした。平成 23 年度よ

り本学歯学部によって行われている歯科健診は

2020年度から 2022年度は新型コロナウイルス流行

のため行われなかった。定期健康診断時に行われる

採血検査（平成 28 年度より）については調査報告

に記載する。秋健診については表 5 にまとめる。平

成 28 年度より検尿は中止となった。平成 29 年度よ

り対面の内科診察は新入生と問診による有所見者に

行っているが，2020 年度と 2021 年度は新型コロナ

ウイルス流行のため，2 年生以上で web 問診の有所

見者に行った。2022 年度からは対面の内科診察（問

診）は全学年の有所見者のみに行っている。 

 

 

 

 

表 1a 定期健康診断受診率（学部学生） 
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表 1b 定期健康診断受診率（大学院生等） 

 

 

 

 

表 2a 理学的所見による要精検者（学部学生） 

 

2021 年度より，精密対象者の欄に対面診察必要者数が入ったため，

精密検査受診率が比較できなくなっている。 

 表 2b 理学的所見による要精検者（大学院生等） 

 

2021 年度より，精密対象者の欄に対面診察必要者数が入った

ため，精密検査受診率が比較できなくなっている。 
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表 2ｃ 理学的所見による要精検者のまとめ 

 

 

 

表 3a 胸部 X 線検査による要精検者（学部学生） 

 

統計処理変更のため一部実際と異なる表示があります。 

 

表 3b 胸部 X 線検査による要精検者（大学院生等） 

 

統計処理変更のため一部実際と異なる表示があります。 

 

表 3ｃ 胸部 X 線検査による要精検者のまとめ 
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表 4a ＢＭＩ値（学部学生男子） 

  

 

 表 4b ＢＭＩ値（学部学生女子） 
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表 4c ＢＭＩ値（大学院生男子） 

 

 

 

表 4d ＢＭＩ値（大学院生女子） 

 

 

 

 

 

 

表 5 秋健診（10 月）：胸部 X 線検査のみ 
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Ⅵ．保健管理センターの沿革 
 

昭和 29 年    鹿児島大学保健診療所設置 

昭和 40 年    鹿児島大学学生相談室設置 

昭和 47 年  ２月  鹿児島大学保健管理センター設置準備懇談会発足，世話役 宮司祐三学生部長 

昭和 47 年  ５月  国立学校設置法施行規則の改正（省令第 11 号）により，本学に保健管理センター設置 

   新規講師定員１名及び看護婦定員１名 

   保健管理センター所長事務取扱に宮司祐三学生部長（併任）就任 

昭和 47 年  12 月  鹿児島大学保健管理センター規則，鹿児島大学保健管理センター所長及び教員選考規則制定 

昭和 48 年  １月  保健管理センター所長に医学部篠原慎治教授（併任）就任 

   医学部（神経精神医学）川池浩二助手，保健管理センター講師就任 

昭和 50 年  ５月  診療所開設（厚生省認可） 

昭和 51 年 ３月  保健管理センター新庁舎落成 

昭和 51 年  ９月  新庁舎で業務開始 

昭和 51 年 10 月  教授定員１名純増 

昭和 52 年 １月  医学部（神経精神医学）新里邦夫助教授，保健管理センター教授就任 

昭和 52 年 ６月  川池浩二講師，附属病院へ配置替え 

昭和 52 年 11 月  医学部（第二内科学）美坂幸治助手，保健管理センター講師就任 

昭和 55 年 ４月  美坂幸治講師，教育学部教授に転出 

昭和 55 年 11 月  医学部（第一内科学）前田芳夫助手，保健管理センター講師就任 

昭和 56 年 １月  保健管理センター所長に新里邦夫教授就任 

昭和 57 年 ４月  前田芳夫講師，助教授就任 

昭和 57 年 11 月  新里邦夫所長，保健管理センター所長退任，県立鹿児島保養院院長に転出 

   保健管理センター所長事務取扱に岩熊三郎学生部長（併任）就任 

昭和 58 年 １月  医学部（神経精神医学）瀧川守国助教授，保健管理センター教授就任 

昭和 58 年 ６月  保健管理センター所長に瀧川守国教授就任 

平成６年 ８月  瀧川守国教授，保健管理センター所長退任，医学部（神経精神医学）教授に転出 

   保健管理センター所長に前田芳夫助教授就任 

平成６年 ９月  前田芳夫助教授，教授就任 

平成６年 11 月  医学部（神経精神医学）野間口光男助手，保健管理センター講師就任 

平成８年 ７月  野間口光男講師，鹿児島県立姶良病院医長に転出 

   医学部（神経精神医学）上山健一助教授，保健管理センター助教授就任 

平成９年 10 月  第 35 回全国大学保健管理研究集会開催（於：鹿児島市民文化ホール） 
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平成 10 年 ３月  上山健一助教授，鹿児島県立姶良病院院長に転出 

平成 10 年 ４月  医学部（神経精神医学）森岡洋史講師，保健管理センター助教授就任 

平成 15 年 ３月  前田芳夫教授，鹿児島大学教員定年規則により退官 

平成 15 年 ４月  保健管理センター所長事務取扱に種村完司副学長（併任）就任 

平成 15 年 ６月  森岡洋史助教授，保健管理センター教授ならびに所長（併任）就任 

平成 15 年 10 月  医学部（第三内科学）榮樂信隆助手，保健管理センター助教授就任 

平成 18 年 １月  河村 裕医師，保健管理センター助手（産業医）就任 

平成 18 年 ３月  榮樂信隆助教授退任 

平成 18 年 ４月  鹿児島赤十字病院（内科）伊地知信二部長，保健管理センター助教授就任 

平成 19 年 ４月  職名変更（助教授→准教授，助手→助教） 

平成 19 年 8 月  九州地区大学保健管理研究協議会主催 

平成 21 年 ３月  河村 裕助教退任 

平成 21 年 11 月  鮫島久美医師，保健管理センター助教就任 

平成 23 年 ３月  森岡洋史教授，保健管理センター所長退任 

平成 23 年 4 月  伊地知信二准教授，教授・保健管理センター所長就任 

 4 月  森岡洋史教授，特任教授就任 

平成 24 年 ４月  医学部（神経科精神科）川池陽一助教，保健管理センター准教授就任 

平成 25 年 ７月  障害学生支援室（平成 26 年 4 月からセンター）との連携開始 

平成 26 年 3 月  増築改修工事開始 

平成 27 年 1 月  増築改修工事終了 

平成 27 年 12 月  ストレスチェック制度施行（労働安全衛生法改正） 

平成 28 年 4 月  障害者差別解消法施行 

平成 30 年 12 月  7 月の健康増進法改正を受け，総務省が本学の喫煙所が受動喫煙を起こすと公表（あっせん） 

令和 2 年 1 月  敷地内全面禁煙化完全実施 

令和 3 年 3 月  森岡洋史特任教授退任 

令和 3 年 7 月  第 51 回九州地区大学保健管理研究協議会主催（オンデマンド） 

令和 5 年 3 月  鮫島久美助教退任 

令和 5 年 4 月  佐久間真友子助教就任 

令和 6 年 3 月  伊地知信二教授（所長）退任 
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Ⅶ．2024 年度学校保健計画及び学校安全計画 
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Ⅷ．保健管理体制 

 

（１）保健管理センター職員 

 

（令和 6 年１月現在） 

 

所長  教 授  伊地知信二 （内科） 

産業医  准教授  川池陽一 （精神科） 

産業医  助 教  佐久間真友子 （内科） 

保健師    中村聡子 

保健師    山口由佳 

保健師    平片 舞 

保健師    蒲地亜紀代 

保健師    瀬戸山久美 

 

カウンセラー   永田純子 

カウンセラー（非常勤講師） 田沼利枝 

カウンセラー（非常勤講師） 入角千晶 

カウンセラー（非常勤講師） 石田 愛 

カウンセラー（特任ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 山田優里香 

ソーシャルワーカー  黒瀬真弓 

事務補佐員   水口夏代 

事務補佐員   鮫島順子 
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（２）保健管理センター運営委員会委員 

 

 

                                                



 

―38― 

あ と が き 
 

 これまで鹿児島大学をはじめ，県内の関連病院にて消化器内科医として勤務しておりました。今回

ご縁があり，鮫島久美前助教の後任として 2023 年 4 月 1 日より保健管理センターに着任致しました。

今後御指導，御鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

さて，2023 年 5 月 8 日より新型コロナウイルス感染症は五類感染症へと移行し，保健管理センター

では学生・職員の診察・応急処置や，学内での気分不良者発生時の往診を積極的に行っております。学

内の新型コロナウイルス感染症発症者は依然日々みられる状況ですので，引き続きセンタースタッフ一

同感染対策に努めながら，心身のサポートを必要とする学生・職員の皆様をお力添えできればと考えて

おります。特に，学生は生涯健康を守るだけでなく，人間力をつけることも重要です。我々はこのよう

な責務を自覚し，日々精進してまいりたいと思います。 

本号の発行についてのご協力を含め，日頃より大変お世話になっております関係教職員の皆様方に心

より御礼申し上げます。 

最後に，2024 年 3 月をもちまして当センター教授・所長である伊地知先生が退官となります。17 年

間ご尽力頂き本当にありがとうございました。2024 年４月より新体制での活動となりますが，今後と

も皆様のご理解，ご協力をよろしくお願いいたします。 

佐久間 真友子(記) 
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